
　　　　　　　　　　

担当課名

（　　　　　　　　）

地域福祉担当

西端　晴造

□民間企業 ■外郭団体等

判断能力が十分でない人が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように「成年後見制度」の
利用を促進する。

平成19年度

実施主体

委託内容 事業委託（上記①～④）

事業の必要性

●認知症高齢者は、平成17年には全国で169万人、平成27年には250万人、平成37年には323万人と
　推計されている。
・大阪市において平成19年11月末現在、介護保険制度で何らかの介護・支援を必要とする認知症
　高齢者は44,452人と平成16年の調査と比較して10,256人増加(増加率30.0％)しており、高齢人口
　の伸び（9.7％）を上回っている。
・平成17年の国勢調査において、大阪市における65歳以上の高齢者のいる世帯のうち単身高齢者の
　世帯は37.9％と政令指定都市の中でもっとも高く、夫婦のみの世帯は27.2％とあわせると高齢者
　世帯全体の7割弱を占めている。
●老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条
　の11の2で市長審判請求にかかる規定があり、必要とするすべての市民が円滑に制度を活用できる
　ようにすることが求められている。
・高齢者虐待防止法第28条（平成18年4月1日施行）に成年後見制度の利用促進についての規定があ
　り、国及び地方公共団体　は制度が広く利用されるようにしなければならないと定められている。
●市民後見人については、専門職の成年後見人を補完するとともに、地域において身近な立場からの
　安心感を与えてくれる活動が期待されており、後見制度のニーズが高まる中で、誰もが制度を利用
　できるよう、積極的に養成する必要がある。

人

臨時職員他 千円

企画調整、予算決算、契約、進行管理

従事職員数

総　計

事業費

0.2担当本務職員 1,6101,610

平成21年度（予算）

事業シート（概要説明書）

職員構成
概算人件費

（平均人件費×従事職員
数）

コ
ス
ト

人件費

事業開始年度

人

実施済の外部
委託の内容と

実施主体

直接実施してい
る業務の内容

根拠法令

事務事業名

実施方法
（該当するものすべ
てにチェック）

目　的
（何のために）

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象

に）

成年後見支援センター事業

高齢者虐待防止法第２８条

事業内容
（手段、手法な

ど）

事業内容
　①成年後見制度に関する相談
　②市民後見人の養成、並びに市民後見人バンクの設置・運営
　　家庭裁判所からの成年後見人受任に関する調整
　　関係機関・団体等との連携・申立支援
　③成年後見制度に関する広報・啓発
　④市民後見人の後見活動への支援
実施体制
・社会福祉法人　大阪市社会福祉協議会に事業委託。
・職員2名と非常勤嘱託職員1名で実施。
・専門相談については週1回3時間程度、専門職（弁護士・司法書士・社会福祉士）により実施
実施場所
・大阪市西成区出城２－５－２０（大阪市社会福祉研修・情報センター内）

担当局・部名 健康福祉局　生活福祉部

・成年後見の利用を必要とする人やその家族をはじめ、支援者や関係機関からの相談。
・市民後見人としての活動を考えておられる方。

■　直接実施

■　外部委託

□　その他（　　　　　　　　　　　）

作成責任者

千円

28,087

26,477 千円

人件費

千円

千円

□
市民活動団体
（　NPOなど　）

□
市民活動団体

（地域住民組織な
ど ）

□
その他

事業番号＊事業番号 1-3



　　　　　　　　　　

事業シート（概要説明書）

事業番号＊事業番号 1-3

84

2,136

44 40 46

1,302 1,998

6,533 6,756

75

実施主体 □
市民活動団体
（　NPOなど　）

□外郭団体等

業務内容

特記事項
(事業の沿革等)

成年後見制度は民法上の制度。
措置制度から契約制度への移行を目指す社会福祉制度の改革に沿って、平成１２年に社会福祉法の改正
や介護保険法の施行などの諸改革が実施され、これにあわせて民法の禁治産制度が成年後見制度に改正
された。

比較参考値
（他自治体での類似
事業の例など）

仙 台 市 　成年後見総合センター（設置運営：市社協）平成１９年６月～
　         平成２０年度相談件数：２９２件　市民後見人の養成（平成２１年度予定）
北九州市 ・北九州成年後見センター「みると」（設置運営：有限責任中間法人）
　         ２０年度相談件数：５５１件　後見人等の紹介や法人後見の実施など
       　・権利擁護・市民後見センター（設置運営：市社協）平成２１年４月～
　         法人後見の実施　　市民後見人の養成

事業実績

Ｈ19年度(実績) Ｈ20年度(実績)

人

項　　目

相談件数（平成１９年６月立ち上げ）

市民後見人バンク新規登録者数

Ｈ21年度(予定)単位

件

21年度総事業費
内訳

（委託料等を明記）

●平成21年度歳出内訳（28,087千円）
【人件費】 1,610千円
【物件費】26,477千円
・委託料  26,477千円
　　人件費並びに報酬費 　21,708千円（相談：13,743千円、市民後見人養成：1,837千円､その他：6,128千円）

　　センター運営経費　　 　 546千円
　　広報・啓発事業    　　  805千円
　　市民後見人養成講座    1,429千円
　　市民後見人活動支援      728千円
　　消費税  　　　     　 1,261千円（相談：687千円、市民後見人養成：163千円、その他：359千円）

総事業費
（単位：千円）

事業委託（25434　千円）千円

年　度

Ｈ19(決算)

■無

目指す成果
（今後どのような状
態にしたいか、なる
べく定量的に記入）

今後、成年後見制度のニーズはますます増大することが見込まれる。
制度の利用を必要とする人やその家族、市民後見人が気軽に相談でき、的確なアドバイスを行えるよう
にすることが重要である。
また、専門職の成年後見人を補完し、身近な立場からの安心感を与えてくれる市民後見人を養成し、誰
もが制度活用できる環境を整えるとともに、家庭裁判所など関係機関と連携しながら市民後見人が円滑
かつ公正に活動できるように支援する。

相談件数の増加からも判るように、需要がますます増大しており、市民後見人の養成を含めた支援セン
ターの役割は非常に重要である。
バンク登録を行っている市民後見人候補者に対するフォローアップ研修の充実や、実際に後見活動を
行っている人からのアドバイスを受ける機会の設定など、きめ細かい対応が求められる。

達成状況
（目指す成果に対し
て、実施・達成した

状況を記入）

制度の広報・啓発や関係機関との連携を進めることと相俟って、制度利用等の相談については相当数の
実績をあげており、内容的にも的確な対応を行っている。
市民後見人の養成については、これまでに２８０名が市民後見人養成講座を受講し、選考を経て８４名
が成年後見人候補者としてバンク登録を行っている。また、この中からすでに３０名が市民後見人とし
て家庭裁判所から選任された。困難事例が発生した際などは、専門職を含め関係機関との連携も必要な
ことから、積極的なバックアップを行っておりセンターの果たす役割は大きい。また、市民後見人から
は市民や金融機関等の制度理解の不足から活動が円滑に行えない場合があるという悩みも寄せられてお
り、関係機関と連携して、引き続き広報・啓発に努めていきたい。

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

□有 （予定する業務と、想定しうる実施主体を下欄に記入）

さらなる民間活用
・市民協働推進の予

定

□民間企業

事業委託（26,477千円）

事業委託（25,081千円）

実施方法が外部委託の場合、委託料等を内数で記入

単位当りコスト
（総事業費/
事業実績）

相談１件当りのコスト 円 9,630

80千円市民後見人養成１人当りのコスト

Ｈ21(予算)

千円

千円

総　額

27,044

26,691

28,087

Ｈ20（予算）

□
市民活動団体

（地域住民組織な
ど ）

□
その他

（　　　　　　　　）



成年後見制度とは 
 認知症・知的障害・精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない方（本人）に対して、法的に権限を与え
られた援助者（成年後見人）を選び、法律行為の同意権や取消権・代理権を行使することによって、本人の意思を
尊重しながら、福祉サービスの利用契約や適切な財産管理などを行い、本人の生活を支援する民法上の制度。 

 法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」・「補佐」・「補助」の３つに分かれ、本人や配偶者
をはじめとする 4 親等以内の親族、市町村長等が後見等開始の審判を家庭裁判所に申立て、家庭裁判所の職権によ
って適任であると思われる援助者が選任される。また、任意後見制度もある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
専門職の後見人と市民後見人 

 専門職後見人とは、弁護士、司法書士、社会福祉士などの資格を持つ後見人が、その専門性を生かして職業として
後見活動を行う場合を指し、親族が後見人となる場合を除く第三者後見人のほとんどを占めている。 

 後見人は特に資格を必要としないが、大阪市の市民後見人は、社会貢献への意欲と熱意のある市民の方を対象とし
て、一定の研修（下図参照）を受けた後、選考のうえバンク登録を行ったものの中から選任される。 

 後見活動において基本的に報酬を求めていない。 
全国における申立件数と内訳 

 後見等の申立件数（全国） 
年度 １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 
件数 17,086 17,246 21,114 32,629 24,988 26,459 

 親族以外の第三者が後見人となる割合は、平成 16 年度（16 年 4 月～17 年 3 月）では 20 パーセントであったのに
対し、平成 20 年（平成 20 年 1 月～12 月。統計期間の変更による）では 31．5 パーセントと増加傾向にある。
（以上裁判所公表資料より） 

成年後見支援センターにおける相談内容 
一般相談内訳 １９年度 ２０年度 専門相談内訳 １９年度 ２０年度 
 成年後見に関すること １０４０件 １，３７６件 成年後見制度全般 ３７件 ５３件
 権利擁護に関すること ８７件 ３６１件 申立手続き支援 ４０件 ４２件
 認知症医療、その他 ６５件 ７１件 裁判所への手続き ４件 ４１件
   後見人の対応 ７件 ２２件
   身上監護、その他 ２２件 ３２件

 小    計 １１９２件 １８０８件 小       計 １１０件 １９０件

  合        計 １３０２件 １９９８件

市民後見人の養成と活動支援 

成年後見人

法定後見制度 
補助人 補佐人 後見人 

養成講座の実施 

任意後見制度

本人があらかじめ公正証書で

結んでおいた任意後見契約に

従って本人の判断能力が不十

分になった時に任意後見人が

本人を援助する制度。家庭裁

判所が申立に基づき審理し、

任意貢献監督人を選任したと

きから任意後見契約の効力が

生じる。 

高 低
本人の判断能力 

親族・弁護士・司法書士・ 

社会福祉士・市民後見人等 

オリエンテーション（養成事業の説明会） 
▼ 書類選考 

市民後見人養成講座（基礎講習４日） 
▼ レポート・面接による選考 

市民後見人養成講座（実務講習 9 日＋福祉施設での実習 4 日） 
▼ 面接による講座修了・登録意思確認 

市民後見人バンクへ登録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民後見人の活動支援 
家庭裁判所からの後見人等の推薦依頼 

▼ 
受任調整 

▼ 
市民後見人候補を家庭裁判所に推薦 

▼ 
家庭裁判所が市民後見人を選任 

▼ 
市民後見人の後見活動をサポート 

＊登録者、受任者に対し、定期的に研修を実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
選任された市民後見人と被後見人の属性 （選任時の状況） 

 後見人 年齢：40 歳代 3 名、50 歳代 11 名、60 歳以上 16 名。男女の別：男性 13 名、女性 17 名。  
 被後見人 年齢：70 歳未満 4 名、70 歳代 14 名、80 歳代 10 名、90 歳以上 2 名。 
 判断能力低下の主な理由：認知症が 28 名、知的障害等 2 名 
 収入：年金のみ 17 名、生活保護受給者 7 名、年金と生活保護 5 名、年金と勤労収入 1 名。 
 居所：自宅 9 名、病院・特養等の施設 21 名。 
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